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日
野
　
猛
仁
　
議
員

本
市
の
財
政
改
革
、
行
政

改
革
の
展
望

問①
進
捗
状
況
及
び
今
後
の
展

望
は
。

②
自
主
財
源
確
保
へ
の
方
策

及
び
コ
ン
ビ
ニ
収
納
の
計
画

は
。答

　
総
務
部
長

①
収
入
確
保
の
取
り
組
み
と

し
て
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

広
報
紙
へ
の
広
告
掲
載
事
業

を
実
施
し
、
税
の
収
納
対
策

で
は
、
差
し
押
さ
え
物
件
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
方
式

を
導
入
し
た
。

　

ま
た
、
使
用
料
や
手
数
料

の
見
直
し
に
よ
る
受
益
者
負

担
の
適
正
化
、
水
道
部
局
に

お
け
る
悪
質
滞
納
者
へ
の
給

水
停
止
な
ど
行
っ
て
き
た
。

　

歳
出
削
減
に
つ
い
て
は
、

積
極
的
な
指
定
管
理
者
制
度

の
導
入
に
伴
い
、
施
設
管
理

費
の
削
減
、
補
助
金
等
の
見

直
し
、
人
件
費
の
削
減
な
ど

行
っ
て
き
た
。

②
今
後
、
利
用
計
画
の
な
い

未
利
用
土
地
の
早
期
の
売
却
、

行
政
財
産
の
有
効
活
用
を
行

う
た
め
の
自
動
販
売
機
設
置

に
伴
う
入
札
方
式
の
導
入
な

ど
、
一
層
の
自
主
財
源
の
確

保
に
努
め
た
い
。

　

コ
ン
ビ
ニ
収
納
は
、
費
用

対
効
果
と
ニ
ー
ズ
を
勘
案
し
、

他
市
の
例
に
な
ら
い
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
。

答�

行
政
改
革
・
政
策
推
進
室
長

　

平
成
23
年
度
か
ら
第
２
次

行
政
改
革
大
綱
の
取
り
組
み

を
展
開
し
て
い
る
。
１
２
６

件
の
実
施
項
目
を
定
め
、
す

べ
て
の
部
署
に
お
い
て
新
た

な
改
革
目
標
に
取
り
組
ん
で

い
る
。

　

成
果
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
表
す
る
こ

と
に
し
て
い
る
。

総
合
計
画
建
設
事
業
の 

計
画
変
更

問①
伊
予
市
総
合
計
画
建
設
検

討
委
員
会
の
答
申
に
対
す
る

方
針
は
。

②
図
書
館
・
文
化
ホ
ー
ル
の

設
置
場
所
を
変
更
す
る
と
の

発
言
の
経
緯
は
。

③
今
後
の
ウ
ェ
ル
ピ
ア
伊
予

の
在
り
方

答
　
中
村
市
長

①
答
申
内
容
を
尊
重
し
、
庁

舎
は
現
在
地
、
総
合
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
は
尾
崎
の
農
協

跡
地
に
、図
書
館
・
文
化
ホ
ー

ル
は
ウ
ェ
ル
ピ
ア
伊
予
と
し

て
総
合
計
画
実
施
計
画
の
見

直
し
計
画
を
策
定
し
た
。

②
文
化
協
会
等
３
団
体
か
ら
、

文
化
ホ
ー
ル
は
コ
ン
パ
ク
ト

な
も
の
を
郡
中
の
中
心
部
に

整
備
を
と
の
要
望
が
あ
っ
た
。

　

要
望
を
受
け
、
こ
れ
か
ら

の
超
高
齢
化
社
会
を
想
定
す

る
中
で
、
公
共
交
通
機
関
の

利
便
性
や
歩
い
て
暮
ら
せ
る

ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
と
、

や
は
り
文
化
ホ
ー
ル
は
中
心

部
の
ほ
う
が
ベ
タ
ー
で
あ
る

と
の
考
え
に
至
っ
た
。

　

現
行
計
画
で
は
、
ウ
ェ
ル

ピ
ア
伊
予
で
決
定
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
改
め
て
問
題
提

起
し
、
市
民
や
議
会
も
交
え
、

再
度
検
討
し
て
い
き
た
い
。

③
購
入
時
か
ら
向
こ
う
10
年

間
、
平
成
30
年
ま
で
は
現
機

能
を
維
持
す
る
と
し
て
き
た
。

　

伊
予
市
が
一
自
治
体
と
し

て
持
続
し
て
い
く
上
で
、
10

年
後
も
市
の
施
設
と
し
て
存

続
さ
せ
る
こ
と
が
い
い
の
か

ど
う
か
、
社
会
情
勢
の
変
化

に
応
じ
た
方
向
転
換
や
一
部

機
能
の
用
途
変
更
な
ど
も
、

一
つ
の
選
択
肢
と
し
て
検
討

し
て
い
く
時
期
に
来
て
い
る
。

交
通
安
全
施
策

問①
自
転
車
通
行
の
ル
ー
ル
づ

く
り
を
。

②
危
険
交
差
点
へ
の
早
期
信

号
機
設
置
を
。

答
　
総
務
部
長

①
車
両
と
し
て
自
転
車
が
従

う
べ
き
ル
ー
ル
の
周
知
を
徹

底
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
今
後
、
自
転
車
安
全

利
用
五
則
の
遵
守
を
基
本

に
、
歩
行
者
や
車
両
に
配
慮

を
し
た
通
行
等
、
自
転
車
の

正
し
い
乗
り
方
に
関
す
る
啓

発
を
強
化
し
た
い
。

②
地
元
か
ら
の
要
望
を
受
け
、

昨
年
10
月
に
松
前
町
長
と
の

連
名
に
よ
り
、
伊
予
警
察
署

長
に
信
号
機
設
置
の
要
望
書

を
提
出
し
て
い
る
。

 

そ
の
他
の
質
問
事
項

・
委
員
会
・
審
議
会
等
の
ス

リ
ム
化

県道22号交差点


